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一 請求の内容 

１ 請求の日 令和４年３月14日 

 ２ 請求人 

倉敷市玉島長尾4000番地    田邉  博 

倉敷市玉島長尾4000番地    髙越都久子 

 ３ 請求の要旨（原文のまま記載。ただし、項目番号などについては本編に合わせて

調整） 

  (1) 請求の対象者 岡山県備中県民局農林水産部農畜産物生産課 

(2) 財務会計上の行為又は怠る事実 

令和２年度岡山県農林水産業総合補助金（強化対策事業）の実施に当たり関係

法令の遵守及び捕獲実績数の確認を怠って倉敷市に支払っている。 

(3) その行為又は怠る事実 

鳥獣捕獲等許可申請に当たり「鳥獣法」及び「岡山県鳥獣捕獲等事務処理要領」

等に違反している。具体的には(2)財務会計上の行為の概要を参考とされたいが、

イノシシの捕獲実績は県への実績報告は708頭であるが倉敷市の捕獲実績は695頭

でありが、その報告差は13頭である。 

又、鳥獣法第９条第13項に基づく捕獲数の差は、事実証明書⑤に示す通り207頭

であるのに偽って請求している。 

(4) 経費の浪費 

上記違法行為により捕獲実績を偽って強化対策事業費を受領し、又不当に野生

鳥獣を殺戮した事が見込まれその結果不要な経費を浪費した。 

(5) 措置の請求 

＊不法行為により得た経費を倉敷市から岡山県への返還を求める。 

その具体的金額は、事実証明書①に示す708頭分2,832,000円であるが、事実証

明書①に示す当該３月16日～３月31日迄の捕獲数29頭分は、令和元年度分の捕獲

分と請求人らは疑っているので監査委員には、調査を求める。 

具体的には「鳥獣法」・「岡山県鳥獣捕獲等事務処理要領」「特措法」及び関

係法令の遵守に努めること。 

又、鳥獣法第79条２で都道府県知事は地方自治法で定めるところにより、第９

条第１項、第19条第１項又は第24条第１項に規定する都道府県知事に属する事務

を市町村に移譲できると定めているが本件請求のように違法行為が日常的に行わ

れている事に鑑み、当該事務に必要な指示ができると定められており、よって当

該事務を調査の上で必要な指示を求める。 

地方自治法第242条第１項の規定により別紙事実証明書を添えて必要な措置を

請求します。 

４ 請求の理由（原文のまま記載。ただし、項目番号などについては本編に合わせて

調整） 

財務会計上の行為又は怠る事実及び事実に対する概要 

   倉敷市所管部署別の詳細 

(1) 鳥獣法第９条第２項岡山県鳥獣捕獲等事務処理要領及び鳥獣法基本指針（有害

鳥獣捕獲目的の許可対象者） 

    ① 倉敷市農林水産課 

９条で規定する管理の目的に適合しない。 

９条２項の許可申請は有害鳥獣被害者でない倉敷市長より鳥獣捕獲依頼書に

より許可申請を行い、なおかつその代決者は農林水産部長であり全く鳥獣法の

規定と整合性が保たれず違法である。 

     ② 玉島支所産業課 

      ９条で規定する管理の目的に適合しない。 

９条２項の許可申請は有害鳥獣被害者でない倉敷市長より鳥獣捕獲依頼書に

より許可申請を行い、なおかつその代決者は支所長であり全く鳥獣法の規定と

令和４年５月１３日　岡山県公報　第１２３９５号



整合性が保たれず違法である。 

③ 児島支所産業課 

      ９条で規定する管理の目的に適合しない。 

９条２項の許可申請は有害鳥獣被害者でない倉敷市長より鳥獣捕獲依頼書に

より許可申請を行い、なおかつその代決者は支所長であり全く鳥獣法の規定と

整合性が保たれず違法である。 

    ④ 真備支所産業課 

      ９条で規定する管理の目的に適合しない。 

９条２項の許可申請には被害を受けた者よりの依頼書がなく、従って許可対

象者ではない為許可申請の対象でなく違法である。 

    ⑤ 船穂支所産業係 

      ９条で規定する管理の目的に適合しない。 

９条２項の許可申請は有害鳥獣被害者でない倉敷市長より鳥獣捕獲依頼書に

より許可申請を行い、なおかつその代決者は支所長であり全く鳥獣法の規定と

整合性が保たれず違法である。 

(2) 鳥獣法第78条に伴う鳥獣保護管理員の調査書について 

    ① 倉敷市農林水産課 

有害鳥獣捕獲申請書に係る調査書が添付されているが、そもそも鳥獣保護管

理委員は岡山県の非常勤職員であり岡山県より倉敷市への権限移譲の範囲外 

岡山県鳥獣保護管理委員の調査を行うには鳥獣保護法の改正が必要であり違

法である。 

② 玉島支所産業課 

有害鳥獣捕獲申請書に係る調査書が添付されているが、そもそも鳥獣保護管

理委員は岡山県の非常勤職員であり岡山県より倉敷市への権限移譲の範囲外 

岡山県鳥獣保護管理委員の調査を行うには鳥獣保護法の改正が必要であり違

法である。 

③ 児島支所産業課 

有害鳥獣捕獲申請書に係る調査書が添付されているが、そもそも鳥獣保護管

理委員は岡山県の非常勤職員であり岡山県より倉敷市への権限移譲の範囲外 

岡山県鳥獣保護管理委員の調査を行うには鳥獣保護法の改正が必要であり違

法である。 

    ④ 船穂支所産業係 

有害鳥獣捕獲申請書に係る調査書が添付されているが、そもそも鳥獣保護管

理委員は岡山県の非常勤職員であり岡山県より倉敷市への権限移譲の範囲外 

岡山県鳥獣保護管理委員の調査を行うには鳥獣保護法の改正が必要であり違

法である。 

(3) 鳥獣法第９条第11項・第13項及び同第66条・第75条１項に違反に関する（捕獲

結果報告） 

    ①  倉敷市農林水産課 

許可証の返納はされているが、イノシシに対する報告数が５頭違う 

        ② 玉島支所産業課 

許可証の返納はされているが、イノシシに対する報告数が96頭違い 

③ 児島支所産業課 

許可証の返納はされているが、イノシシに対し397頭の捕獲実績に対し全く報

告されていない。 

    ④ 真備支所産業課 

許可証の返納はされているが、イノシシに対する報告数が２頭違う 

    ⑤ 船穂支所産業係 

許可証の返納はされており、又捕獲報告数も正確に報告されている。 

(4) 鳥獣法９条第２項の鳥獣捕獲等許可に当たっての当該職員 
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    ①  倉敷市農林水産課 

農林水産部長 

        ② 玉島支所産業課 

支所長 

③ 児島支所産業課 

支所長 

    ④ 真備支所産業課 

支所長 

    ⑤ 船穂支所産業係 

支所長 

(5) 有害鳥獣駆除班業務委託費の支払いについての当該職員 

   ① 倉敷市農林水産課 

     農林水産部長 

     会計管理者 

(6) 特措法第２条２（定義）について 

倉敷市の強化対策事業については特措法第２条２項は同法の目的は、農林水産

業等に係る被害と定めているが、倉敷市の被害防止計画には農林水産業に係る被

害と生活環境被害による２行と定めているが、倉敷市が捕獲した鳥獣等が全て採

択要件に該当するとは認められない、即ち採択要件に該当しない生活環境被害も

計上している事は、違法である。   

５ 事実証明書 

請求人から、事実証明書として令和２年度岡山県有害獣捕獲強化対策事業に係る

補助事業完了確認、支払確認書の写し及び倉敷市令和２年度有害鳥獣駆除業務委託

契約書の写し等が提出された。 

二 請求の受理 

本件請求は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条所定の要件を具備している

ものと認め、令和４年３月14日付けをもって受理した。   

三 証拠の提出及び陳述 

  １ 請求人の陳述等 

地方自治法第242条第７項の規定により、令和４年４月14日に請求人に対して証拠

の提出及び陳述の機会を与えたところ、請求人代表者ほか１名が出席し、請求書の

記載事項を補足する資料の提出及び陳述がなされた。その陳述の要旨は、次のとお

りである。 

なお、陳述に際しては、同条第８項の規定により、関係機関の職員の立会いを認

めた。 

(1) ３月16日から３月31日までの捕獲数29頭は28頭に訂正する。 

(2) 有害獣捕獲強化対策事業の運用について（令和２年３月27日、農林水産部鳥獣

害対策室。以下「事業運用」という。）及び担当職員の説明によると、３月16日

から３月31日までの捕獲分については翌年度で支払うこととされているが、支払

の根拠としている倉敷市の令和２年度有害鳥獣駆除業務委託契約書では、有害鳥

獣駆除業務の委託期間を令和２年４月１日から令和３年３月31日と定めているの

で、令和２年３月16日から３月31日までの捕獲数28頭は契約違反である。 

  (3) 事実証明書に示す岡山県への708頭2,832,000円と倉敷市の実績支払頭数695頭

2,780,000円の差額52,000円はどこに存在するのか調査を求める。 

 ２ 監査対象機関の陳述 

岡山県備中県民局農林水産事業部農畜産物生産課は、本件請求に対する岡山県知

事（以下「知事」という。）としての見解を示す文書を令和４年４月８日に提出し、

同月14日、その内容に沿って岡山県備中県民局農林水産事業部長その他の職員が陳

述を行ったが、その要旨は、次のとおりである。 

      なお、陳述に際しては、地方自治法第242条第８項の規定により、請求人の立会い
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を認めた。 

(1) 岡山県農林水産業統合補助金（有害獣捕獲強化対策事業）について 

有害獣捕獲強化対策事業（岡山県農林水産業統合補助金（強化対策費事業）の

中の一事業）（以下「本事業」という。）は、県において、農作物等被害の未然

防止に直結する許可捕獲（有害駆除）の促進等を図るため、岡山県農林水産業統

合補助金交付要綱（平成19年３月22日付け、農企第530号。以下「交付要綱」とい

う。）、本事業実施要領（平成30年４月１日付け、鳥獣対第３号農林水産部長通

知。以下「実施要領」という。）及び事業運用を定め、市町村が行うイノシシ、

シカ、サルの許可捕獲助成事業に対する奨励金として助成している。 

(2) 岡山県鳥獣捕獲許可等事務処理要領について 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号。

以下「鳥獣法」という。）」第９条において、鳥獣の捕獲等の許可が定められて

おり、県では鳥獣法及び鳥獣法施行規則（平成14年環境省令第28号）に基づき、

県の行う鳥獣捕獲等許可等に係る事務処理について、岡山県鳥獣捕獲許可等事務

処理要領（昭和59年９月11日付け、自保第307号。以下「県事務処理要領」という。）

で定めている。 

(3)  「鳥獣法第９条第２項、県事務処理要領及び鳥獣法基本指針（有害鳥獣捕獲目

的の許可対象者）」に係る請求人の主張に対する県の見解について 

    鳥獣法第９条に基づく鳥獣捕獲等許可等に係る事務の一部については、「知事

の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年岡山県条例第51号。以

下「条例」という。）」に基づき倉敷市に権限を移譲しているものであり、「市

町村長が行う鳥獣捕獲許可等事務処理について（平成17年４月１日付け、自第559

号。以下「県通知」という。）」により、県事務処理要領を参考として、地域の

実情に応じ、倉敷市において適正に処理されるべきものと考える。 

(4) 「鳥獣法第78条に伴う鳥獣保護管理員の調査書」に係る請求人の主張に対する

県の見解について 

鳥獣法第９条に基づく鳥獣捕獲等許可等に係る事務の一部については、条例に

基づき倉敷市に権限を移譲しているものであり、県通知により、県事務処理要領

を参考として、地域の実情に応じ、倉敷市において適正に処理されるべきものと

考える。 

(5) 「鳥獣法第９条第11項・第13項及び同第66条・第75条１項（捕獲結果報告）」

に係る請求人の主張に対する県の見解について 

実施要領等では、鳥獣捕獲等許可証の報告欄の記載によって捕獲頭数を確認し

なければならないとはされておらず、倉敷市が実施要領等に規定された方法に則

り、倉敷市職員の現場確認や客観的証拠による捕獲確認に基づいて提出した実績

報告に対し、県は交付要綱等に基づき補助金を交付しており、適正な支出を行っ

ている。 

(6)  「鳥獣法第９条第２項の鳥獣捕獲等許可に当たっての当該職員」に係る請求人

の主張に対する県の見解について 

倉敷市において、関係規則に従い、適正に処理されるべきものと考える。 

(7)  「有害鳥獣駆除班業務委託費の支払いについての当該職員」に係る請求人の主

張に対する県の見解について 

倉敷市において、関係規則に従い、適正に処理されるべきものと考える。 

(8)  「特措法（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関す

る法律（平成19年法律第134号））第２条２（定義）」に係る請求人の主張に対す

る県の見解について 

県は、倉敷市から提出された実績報告について、交付要綱等に基づき、内容を

確認し、適当と認められたため、補助金を交付したものであり、適正な支出を行っ

ている。 

(9)  「本事業に係る捕獲頭数と倉敷市のイノシシの捕獲実績（倉敷市から交付する
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根拠となった捕獲実績）との差」に係る請求人の主張に対する県の見解について 

県は、倉敷市から提出された実績報告について、交付要綱等に基づき、内容を

確認し、適当と認められたため、補助金を交付したものであり、適正な支出を行っ

ている。 

(10) 「本事業の助成対象期間」に係る請求人の主張に対する県の見解について 

令和２年３月の捕獲については、事業運用に基づき、４月以降に確認し、令和

２年度の本事業で助成している。 

(11)  以上のことから、事務処理については問題はなく、本事業については、適正な

支出を行っている。 

四 監査の実施 

 １ 監査対象事項 

 請求人の請求事項は、一の３のとおりであり、本件請求に係る財務会計上の行為

は、令和２年度の本事業に係る補助金として、知事が倉敷市へ行った支出を監査対

象とした。 

   なお、請求人は、鳥獣捕獲等許可申請に当たり、鳥獣法等に違反しているとして

令和２年度の本事業に係る補助金の返還を求めているが、本事業に係る補助金は、

鳥獣による農林水産業等に係る被害を軽減するため、交付要綱等に基づき支出する

ものであり、鳥獣法に基づくものではない。したがって、本件請求において、鳥獣

法に基づいて行う鳥獣捕獲等許可は、地方自治法第242条第１項に規定する財務会計

上の行為に当たらず、監査の対象外とした。 

２ 監査対象機関 

監査対象機関は、地方自治法第153条第１項の規定により、知事の補助機関として

倉敷市に対する令和２年度の本事業に係る補助金の支出に係る事務の執行を行った

備中県民局農林水産事業部農畜産物生産課とした。 

 ３ 監査の実施方法 

(1) 令和４年３月25日に四の１の監査対象事項について、備中県民局農林水産事業

部農畜産物生産課に対し、調査を行った。調査に当たっては、交付要綱、実施要

領、事業運用、県事務処理要領、県通知及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業

における捕獲確認マニュアル（令和元年８月、農林水産省農村振興局農村政策部

鳥獣対策・農村環境課。以下「国マニュアル」という。）に定められた手続を確

認した。また、事業運用及び国マニュアルにおいて、本事業に係る補助金の交付

を受けるための証拠書類として市町村が作成することとされている確認書及び証

拠写真が添付された実績報告書の提出を求めたほか、必要に応じ、支出の目的、

内容等についての説明資料の提出を求めた。 

(2) 三の２のとおり、備中県民局農林水産事業部農畜産物生産課の陳述を聴取した。 

 (3) 令和４年４月14日に、備中県民局農林水産事業部農畜産物生産課に対し、令和

２年度の本事業に係る補助金における関係書類等の調査を行った。 

五 請求に対する判断 

    本件請求については、いずれも理由がないものと判断する。 

六 判断の理由 

交付手続、交付額及び捕獲頭数について確認及び調査したところ、いずれも違法又

は不当な点は認められない。 

１ 交付手続について 

県から倉敷市に交付された令和２年度の本事業に係る補助金の交付申請から支出

に至るまでの一連の手続について確認したところ、交付要綱等に基づいた手続に

従っており、違法又は不当な点は認められない。 

２ 交付額について 

請求人が主張する偽った捕獲頭数に基づく違法又は不当な支出がないか確認する

ため、関係書類の提出を求め、調査を行った。 

実施要領では、事業内容を市町村が行うイノシシ、シカ、サルの許可捕獲助成事
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業に要する経費の助成とし、助成対象期間をイノシシについては非狩猟期（4/1～

11/14、3/16～3/31）としている。また、補助金の額又は率を市町村が駆除班等の助

成事業に要する経費の1/2以内とし、4,000円／頭を上限とするとしている。 

事業の支払について、事業運用では、市町村が、捕獲活動経費の支払のために確

認した日（以下「支払確認月日」という。）の属する年度を支払年度とすることと

され、令和２年３月の捕獲については、支払確認月日を４月以降とし、令和２年度

予算で支払うこととされている。請求人が調査を求めている倉敷市の捕獲実績に令

和元年度分の捕獲頭数29頭が含まれていることについては、令和２年３月の捕獲分

であり、かつ、支払確認月日は令和２年４月以降となっていることから、事業の支

払について、違法又は不当な点は認められない。 

捕獲個体の確認方法について、事業運用では、国の鳥獣被害防止緊急捕獲活動支

援事業の確認方法によるとされており、国マニュアルに基づき確認することとなっ

ている。 

国マニュアルでは、市町村においては、捕獲実績の確認について、市町村の職員

が捕獲現場に直接赴き、捕獲個体を直接確認する方法（現地確認）又は処理加工施

設において、捕獲従事者が搬入した捕獲個体を実際に確認する方法（搬入確認）を

基本とし、現地確認又は搬入確認によらない場合は捕獲個体が交付対象であること

を書類等で確認した上で、捕獲個体ごとに確認書を作成することとされている。 

また、県は、市町村から実績報告書が提出された際に確認書及び証拠写真を抽出

確認して、捕獲実績を確認することとされている。 

倉敷市から県に実績報告書が提出された際の捕獲実績の確認方法について調査し

たところ、県は抽出された確認書及び証拠写真について、国の確認方法に従った方

法で捕獲実績の確認を行った上で令和２年度の本事業に係る補助金を支出してお

り、違法又は不当な点は認められない。 

３ 捕獲頭数の差について 

請求人が主張する令和２年度の本事業に係る補助金の実績報告における捕獲実績

と倉敷市が有害鳥獣駆除業務委託契約に基づき倉敷市有害鳥獣駆除班協議会に支

払っている捕獲実績の差について、偽った捕獲実績に基づく違法又は不当な支出が

ないか確認するため、関係書類の提出を求め、調査を行った。 

イノシシの捕獲実績に差があるのは、次のとおり、令和２年度の本事業に係る補

助金の助成対象期間が令和２年３月16日から令和２年11月14日であり、倉敷市と倉

敷市有害鳥獣駆除班協議会との委託期間が令和２年４月１日から令和３年３月31日

と、それぞれ対象期間が異なるためであり、違法又は不当な点は認められない。 

 

【対象期間】 

令和２年度の本事業に係る補助金の助成対象期間（令和２年３月16日～11月14日） 

（捕獲頭数708頭） 
R2/3/16  3/31 4/1                        11/14 

29頭 679頭 
 

  
         

倉敷市の有害鳥獣駆除業務委託期間（令和２年４月１日～令和３年３月31日） 

（捕獲頭数 891頭のうち、４月１日から11月14日、３月16日から３月31日の捕

獲頭数695頭の内訳） 

 
      R2/4/1                         11/14 11/15   R3/3/15 3/16    3/31 

 681頭 

(本事業の対象679頭＋対象外2頭) 

 14頭 

 本事業の対象外  
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なお、令和２年度の本事業に係る補助金の実績報告における捕獲実績708頭につい

ては、令和２年３月の捕獲実績29頭が含まれている一方、請求人の主張する倉敷市

の捕獲実績695頭には令和２年度の本事業に係る補助金の対象とならない令和３年

３月の捕獲頭数14頭が含まれている。 

また、令和２年４月１日から11月14日までの捕獲数について、県への実績報告数

679頭と倉敷市の委託契約における捕獲頭数681頭が２頭異なるのは、この２頭が国

マニュアル等で定める捕獲確認がなされていないため、本事業に係る補助金の対象

とならないとし、倉敷市が補助申請しなかったためである。 
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